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２ 裏付資料（提出と記載がなければ、提示のみ） 

ア ⑱に関して、前期（前々期）事業対象年度分については、前回の経営事項審査申請書で確認できる場

合は、審査対象事業年度分のみで結構です（Ｐ．２４参照）。 

イ ㊴㊵に関して、電子申告した場合は、申告した電子申告書及び添付書類を出力したものと税務署から

送信された申告書の受信通知を紙に出力したものを提示してください。 

＊ 雇用保険及び健康保険（年金）についても同様の対応をお願いします。 

 

資料（下の番号順に並べてください。ファイリングされている場合は、事前に必要な資料のみをファイルか

ら外しておいてください。） 

⑭建設業許可通知書又は許可証明書 申請時点で有効な通知書又は証明書の原本 
⑮建設業許可申請書（（別別ととじじをを含含むむ）） 現在有効な副本一式（原本。新規申請の場合や原本が

ない場合は、次ページの「新規申請」の場合も参照し
てください。） 

⑯前回の経営事項審査申請書類 副本一式（原本。新規申請は不要） 
⑰変更届出書（副本）（所在地、経営業務の管理
責任者、営業所の専任技術者、廃業等） 

副本一式（原本。前回許可更新時から申請日にかけて
届け出た副本全て） 

⑱決算報告書（変更届出書）（副本）の２年間又は３年間分 ＊財務諸表を含みます。 
工事種類別完成工事高の選択：２年平均ならば、直近２年間分の副本、３年平均ならば、直近３年間

分の副本の原本提示。財務諸表（損益計算書）で営業利益（２期分）と完成工事高を、「直前３年の各
事業年度における工事施工金額」で、各事業年度の元請金額・工事経歴書の金額を確認しますので、事
前に整合性があるか確認をしておいてください。 
登録経営状況分析機関に財務諸表などの訂正届を提出した場合は、「変更届書の訂正について」に当

該書類を添付して建設業課にも提出する必要があります（Ｐ．９４～９６参照）。 

⑲技術職員、経管、専技などの常勤性及び恒常
的雇用関係の確認資料 

審査基準日及び前審査基準日に係る年度の「資料」の
原本。Ｐ．４９参照 

⑳技術者の資格検定合格証等 
※提出用はできるだけ両面コピーにてお願いします。 

⑤の名簿に記入した職員の「合格証明書・免状・監理
技術者証・講習修了証」等の写しを提出。 Ｐ．４７参
照 

㉑雇用保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６７参照 
㉒健康保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６７参照 
㉓厚生年金保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６８参照 
㉔建設業退職金共済制度 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６８参照 
㉕退職金一時金制度又は企業年金制度 審査基準日に係る資料の原本。どちらかの制度に関す

る資料の提示のみで結構です。Ｐ．６８、６９参照 
㉖法定外労働災害補償制度 審査基準日に係る資料の原本。（法定内分の提示も必

要）。Ｐ．６９、７０参照 
㉗ＣＰＤ単位取得数 ＣＰＤ認定団体発行の証明書。Ｐ．７１参照 
㉘技術者数 「様式第４号 ＣＰＤ単位を取得した技術職員名簿」

に記載した技術者の資格証（写し）・合格証（写し）及
び基準日現在の常勤性、６か月を超える恒常的な雇用
関係があることが確認できる資料。Ｐ．７２参照 

㉙技能レベル向上者数 能力評価（レベル判定）結果通知書。Ｐ．７３参照 
㉚技能者数 技能者が記載されている審査基準日以前３年間に稼働

していた工事の作業員名簿及び常勤性、６か月を超え
る恒常的な雇用関係があることが確認できる資料。 
Ｐ．７３参照 
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〔３〕申請に必要な提出書類一覧 

 

〈必要書類について〉 

・継続申請者（前期事業年度に基づく経営事項審査申請を受けて今期事業年度の経営事項審査申請をする

方）：①から㊶までの必要書類をそろえてください。 

・新規申請者（初めて経営事項審査を申請する方と前期事業年度に基づく経営事項審査申請を受けないで

今期事業年度の経営事項審査申請する方）：⑯を除く①から㊺までの必要書類をそろえてください。 

＊ この一覧表には必要な部数、裏付資料の提示方法（原本か写し）のみ記載しています。裏付資料の説

明は、「〔２〕経営事項審査申請書の作成要領」の説明を参照してください。 

 

１ 提出書類（申請書類。①から⑥までは必須書類。⑦から⑬までは必要な場合のみ提出する書類） 

 

書 類 名 注 意 事 項 参照ページ 
①経営事項審査確認書 １部 Ｐ．８３ 
②経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 正本、副本（正本の写し） Ｐ．１１ 
③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） Ｐ．２０ 
④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） Ｐ．６４ 
⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．４１ 
⑤⑤のの名名簿簿にに記記入入ししたた、、「「合合格格証証明明書書・・免免状状・・監監理理技技術術者者証証・・講講習習修修

了了証証」」等等のの写写しし  
１部提出（別綴じでお願いします。） Ｐ．４７ 

⑥経営状況分析結果通知書 原本提出 Ｐ．２ 
⑦継続雇用の適用を受けている技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．５０、１１２ 

⑧建設機械の保有状況一覧表 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７８、１１３ 

⑨工事経歴書、（直前３年の各事業年度における工事
施工金額） 

正本、副本（正本の写し）※ Ｐ．３１ 

⑩経理処理の適正を確認した旨の書類 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７７、１０７ 

 ⑪ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７１、７２、１１４ 

⑫技能者名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７３、１１５ 

⑬建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要

な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書 

 

正本、副本（正本の写し） Ｐ．７４，１１６ 

※ 提出済みの工事経歴書が、主な完成工事について、元請下請の区別などなく、単に請負代金の大きい順

に記入されているなど、経営事項審査を申請しない場合の要件（「許可申請変更の手引」の工事経歴書に

ついてのページ参照）は満たしているものの、①完成工事高が７割超えて記入されていない場合（Ｐ．３１

の吹き出し参照）、②審査対象事業年度及び前（前々）審査対象事業年度に許可がない期間がある場合で、

かつ、完成工事高を全件表記していない場合（Ｐ．２４「カ 新規許可、許可業種の追加をしたとき」参

照）、③免税業者等、消費税が税抜き表記になっていない場合（Ｐ．３７〈工事経歴書の書き方〉〈注意事

項〉参照）など経営事項審査用の要件を満たしていない場合のみ提出してください（決算変更届の訂正は

不要です）。 
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２ 裏付資料（提出と記載がなければ、提示のみ） 

ア ⑱に関して、前期（前々期）事業対象年度分については、前回の経営事項審査申請書で確認できる場

合は、審査対象事業年度分のみで結構です（Ｐ．２４参照）。 

イ ㊴㊵に関して、電子申告した場合は、申告した電子申告書及び添付書類を出力したものと税務署から

送信された申告書の受信通知を紙に出力したものを提示してください。 

＊ 雇用保険及び健康保険（年金）についても同様の対応をお願いします。 

 

資料（下の番号順に並べてください。ファイリングされている場合は、事前に必要な資料のみをファイルか

ら外しておいてください。） 

⑭建設業許可通知書又は許可証明書 申請時点で有効な通知書又は証明書の原本 
⑮建設業許可申請書（（別別ととじじをを含含むむ）） 現在有効な副本一式（原本。新規申請の場合や原本が

ない場合は、次ページの「新規申請」の場合も参照し
てください。） 

⑯前回の経営事項審査申請書類 副本一式（原本。新規申請は不要） 
⑰変更届出書（副本）（所在地、経営業務の管理
責任者、営業所の専任技術者、廃業等） 

副本一式（原本。前回許可更新時から申請日にかけて
届け出た副本全て） 

⑱決算報告書（変更届出書）（副本）の２年間又は３年間分 ＊財務諸表を含みます。 
工事種類別完成工事高の選択：２年平均ならば、直近２年間分の副本、３年平均ならば、直近３年間

分の副本の原本提示。財務諸表（損益計算書）で営業利益（２期分）と完成工事高を、「直前３年の各
事業年度における工事施工金額」で、各事業年度の元請金額・工事経歴書の金額を確認しますので、事
前に整合性があるか確認をしておいてください。 
登録経営状況分析機関に財務諸表などの訂正届を提出した場合は、「変更届書の訂正について」に当

該書類を添付して建設業課にも提出する必要があります（Ｐ．９４～９６参照）。 

⑲技術職員、経管、専技などの常勤性及び恒常
的雇用関係の確認資料 

審査基準日及び前審査基準日に係る年度の「資料」の
原本。Ｐ．４９参照 

⑳技術者の資格検定合格証等 
※提出用はできるだけ両面コピーにてお願いします。 

⑤の名簿に記入した職員の「合格証明書・免状・監理
技術者証・講習修了証」等の写しを提出。 Ｐ．４７参
照 

㉑雇用保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６７参照 
㉒健康保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６７参照 
㉓厚生年金保険 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６８参照 
㉔建設業退職金共済制度 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．６８参照 
㉕退職金一時金制度又は企業年金制度 審査基準日に係る資料の原本。どちらかの制度に関す

る資料の提示のみで結構です。Ｐ．６８、６９参照 
㉖法定外労働災害補償制度 審査基準日に係る資料の原本。（法定内分の提示も必

要）。Ｐ．６９、７０参照 
㉗ＣＰＤ単位取得数 ＣＰＤ認定団体発行の証明書。Ｐ．７１参照 
㉘技術者数 「様式第４号 ＣＰＤ単位を取得した技術職員名簿」

に記載した技術者の資格証（写し）・合格証（写し）及
び基準日現在の常勤性、６か月を超える恒常的な雇用
関係があることが確認できる資料。Ｐ．７２参照 

㉙技能レベル向上者数 能力評価（レベル判定）結果通知書。Ｐ．７３参照 
㉚技能者数 技能者が記載されている審査基準日以前３年間に稼働

していた工事の作業員名簿及び常勤性、６か月を超え
る恒常的な雇用関係があることが確認できる資料。 
Ｐ．７３参照 
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〔３〕申請に必要な提出書類一覧 

 

〈必要書類について〉 

・継続申請者（前期事業年度に基づく経営事項審査申請を受けて今期事業年度の経営事項審査申請をする

方）：①から㊶までの必要書類をそろえてください。 

・新規申請者（初めて経営事項審査を申請する方と前期事業年度に基づく経営事項審査申請を受けないで

今期事業年度の経営事項審査申請する方）：⑯を除く①から㊺までの必要書類をそろえてください。 

＊ この一覧表には必要な部数、裏付資料の提示方法（原本か写し）のみ記載しています。裏付資料の説

明は、「〔２〕経営事項審査申請書の作成要領」の説明を参照してください。 

 

１ 提出書類（申請書類。①から⑥までは必須書類。⑦から⑬までは必要な場合のみ提出する書類） 

 

書 類 名 注 意 事 項 参照ページ 
①経営事項審査確認書 １部 Ｐ．８３ 
②経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 正本、副本（正本の写し） Ｐ．１１ 
③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） Ｐ．２０ 
④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） Ｐ．６４ 
⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．４１ 
⑤⑤のの名名簿簿にに記記入入ししたた、、「「合合格格証証明明書書・・免免状状・・監監理理技技術術者者証証・・講講習習修修

了了証証」」等等のの写写しし  
１部提出（別綴じでお願いします。） Ｐ．４７ 

⑥経営状況分析結果通知書 原本提出 Ｐ．２ 
⑦継続雇用の適用を受けている技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．５０、１１２ 

⑧建設機械の保有状況一覧表 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７８、１１３ 

⑨工事経歴書、（直前３年の各事業年度における工事
施工金額） 

正本、副本（正本の写し）※ Ｐ．３１ 

⑩経理処理の適正を確認した旨の書類 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７７、１０７ 

 ⑪ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７１、７２、１１４ 

⑫技能者名簿 正本、副本（正本の写し） Ｐ．７３、１１５ 

⑬建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要

な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書 

 

正本、副本（正本の写し） Ｐ．７４，１１６ 

※ 提出済みの工事経歴書が、主な完成工事について、元請下請の区別などなく、単に請負代金の大きい順

に記入されているなど、経営事項審査を申請しない場合の要件（「許可申請変更の手引」の工事経歴書に

ついてのページ参照）は満たしているものの、①完成工事高が７割超えて記入されていない場合（Ｐ．３１

の吹き出し参照）、②審査対象事業年度及び前（前々）審査対象事業年度に許可がない期間がある場合で、

かつ、完成工事高を全件表記していない場合（Ｐ．２４「カ 新規許可、許可業種の追加をしたとき」参

照）、③免税業者等、消費税が税抜き表記になっていない場合（Ｐ．３７〈工事経歴書の書き方〉〈注意事

項〉参照）など経営事項審査用の要件を満たしていない場合のみ提出してください（決算変更届の訂正は

不要です）。 
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〈「審査基準日に係る」資料の考え方〉 

「審査基準日に係る」の例示 

・決算日が令和５年３月３１日→審査基準日は令和５年３月３１日 

「審査基準日に係る月」→令和５年３月 

「審査基準日に係る年」→令和５年 

「審査基準日に係る年度」→令和４年度 

 

 

〔４〕再来（さいらい）の方法 

 
〈再来とは〉 
経営事項審査を受けたものの、書類不備等により再び審査を受けることです。 

再来で、再度審査を受ける場合は、短時間（１件５分程度）で審査を完了することを想定しており、内容

によっては再来ではなく、再度予約を取っていただくこともあります。 

 

〈再来の予約、審査日、審査時間〉 

・予約     ：予約は必要ありません。 

・審査日    ：経営事項審査を行っている日と同様です。 

・審査開始時間 ：予約審査終了後から開始しますので、おおむね午前１０時、午前１１時、午後２時、

午後３時から行います。 

・審査の申込方法：審査窓口入口の「再来カード」を引いて、待合用椅子に掛けてお待ちください。再来

の受付終了時間は、午前は１１時、午後は３時です。 

 

〈審査の進め方〉 

・各時間の予約審査が終了しましたら、審査担当がお呼びします。 

・審査担当者に再来カードを渡し、再来の理由を簡潔に説明してください。 

・補正票と指示された裏付資料を、提示してください。 

・審査が終了したら、確認（ナンバリング）受付→収納窓口→④番受付の順でお進みください。 
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㉛控除対象者数 能力評価（レベル判定）結果通知書。Ｐ．７３参照 
㉜えるぼし、くるみん、ユースエール 認定を受けていることが確認できる資料Ｐ．７３参照 
㉝防災協定 協定書、証明書の原本。Ｐ．７６参照 
㉞監査の受審状況 会計監査報告書等の提示。ただし、「３」とした場合は、

経理処理の適正を確認した旨の書類（前ページにも記
載しております。）の原本及び写しの提出と、常勤の確
認資料の提示。Ｐ．７６参照 

㉟公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者
の数 

資格証・合格証の写し、研修を受講したことがわかる
資料及び常勤性の確認資料の提示。Ｐ．７７、７８参照 

㊱研究開発費 財務諸表（副本）等。Ｐ．７８参照 
㊲建設機械の所有及びリース台数 建設機械の保有状況一覧表（前ページにも記載してお

ります。）の提出及び売買契約書等の資料の写し。 
Ｐ．７８参照 

㊳エコアクション２１、ＩＳＯの登録 審査基準日時点で有効な資料（写しで結構です。）。 
Ｐ．８１参照 

㊴消費税確定申告書（控） 審査基準日に係る資料の原本。電子申告した場合は 
Ｐ．８５ ２のイ参照、Ｐ．２４参照 

㊵消費税納税証明書その１（税務署発行） 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．２５参照 
㊶契約書類 審査基準日に係る資料の写し。Ｐ．２４参照 

※決算期変更等で審査基準日の事業期間が 12 か月未
満で、前回基準日に経営事項審査を受けていない場合
は、前回基準日分も必要です。 

 

・新規申請（「初めて経営事項審査の申請を行う方」及び「前期事業年度に基づく経営事項審査を行わない

で今期事業年度の経営事項審査を行う方」）の場合の追加資料 
書  類  名 注 意 事 項 

㊷最初に受けた建設業許可（登録）通知書（原本） 原本提示。紛失の場合は、建設業指導担当で事前確
認を受けてください。Ｐ．７４参照 

㊸経営状況分析機関に提出した財務諸表（工事種
類別完成工事高の選択：２年平均の場合は直近
２年間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

決算報告（変更届出書）や建設業許可申請書として
既に建設業課に提出済みの場合は不要 

㊹消費税確定申告書控（原本。） 工事種類別完成工事高の選択：２年平均の場合は、
直近２年間分。３年平均の場合は、直近３年間分。
電子申告した場合はＰ．８５ ２のイ参照 

㊺建設業許可取得以前の完成工事高の証明（工事
種類別完成工事高の選択：２年平均の場合は直
近２年間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

許可取得以前も含めた全工事を記載した「工事経
歴書」の正本と副本（写し）を提出。Ｐ．２４参照 

・許可業種追加の場合の追加資料 
㊻業種追加以前の完成工事高の証明（工事種類別
完成工事高の選択→２年平均の場合は直近２年
間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

許可取得以前も含めた全工事を記載した「工事経
歴書」の正本と副本（写し）を提出。Ｐ．２４参照 

・契約後ＶＥの場合の追加資料 
㊼契約後ＶＥによる契約額が減額となる証明 「証明」の原本を提示 
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〈「審査基準日に係る」資料の考え方〉 

「審査基準日に係る」の例示 

・決算日が令和５年３月３１日→審査基準日は令和５年３月３１日 

「審査基準日に係る月」→令和５年３月 

「審査基準日に係る年」→令和５年 

「審査基準日に係る年度」→令和４年度 

 

 

〔４〕再来（さいらい）の方法 

 
〈再来とは〉 
経営事項審査を受けたものの、書類不備等により再び審査を受けることです。 

再来で、再度審査を受ける場合は、短時間（１件５分程度）で審査を完了することを想定しており、内容

によっては再来ではなく、再度予約を取っていただくこともあります。 

 

〈再来の予約、審査日、審査時間〉 

・予約     ：予約は必要ありません。 

・審査日    ：経営事項審査を行っている日と同様です。 

・審査開始時間 ：予約審査終了後から開始しますので、おおむね午前１０時、午前１１時、午後２時、

午後３時から行います。 

・審査の申込方法：審査窓口入口の「再来カード」を引いて、待合用椅子に掛けてお待ちください。再来

の受付終了時間は、午前は１１時、午後は３時です。 

 

〈審査の進め方〉 

・各時間の予約審査が終了しましたら、審査担当がお呼びします。 

・審査担当者に再来カードを渡し、再来の理由を簡潔に説明してください。 

・補正票と指示された裏付資料を、提示してください。 

・審査が終了したら、確認（ナンバリング）受付→収納窓口→④番受付の順でお進みください。 
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㉛控除対象者数 能力評価（レベル判定）結果通知書。Ｐ．７３参照 
㉜えるぼし、くるみん、ユースエール 認定を受けていることが確認できる資料Ｐ．７３参照 
㉝防災協定 協定書、証明書の原本。Ｐ．７６参照 
㉞監査の受審状況 会計監査報告書等の提示。ただし、「３」とした場合は、

経理処理の適正を確認した旨の書類（前ページにも記
載しております。）の原本及び写しの提出と、常勤の確
認資料の提示。Ｐ．７６参照 

㉟公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者
の数 

資格証・合格証の写し、研修を受講したことがわかる
資料及び常勤性の確認資料の提示。Ｐ．７７、７８参照 

㊱研究開発費 財務諸表（副本）等。Ｐ．７８参照 
㊲建設機械の所有及びリース台数 建設機械の保有状況一覧表（前ページにも記載してお

ります。）の提出及び売買契約書等の資料の写し。 
Ｐ．７８参照 

㊳エコアクション２１、ＩＳＯの登録 審査基準日時点で有効な資料（写しで結構です。）。 
Ｐ．８１参照 

㊴消費税確定申告書（控） 審査基準日に係る資料の原本。電子申告した場合は 
Ｐ．８５ ２のイ参照、Ｐ．２４参照 

㊵消費税納税証明書その１（税務署発行） 審査基準日に係る資料の原本。Ｐ．２５参照 
㊶契約書類 審査基準日に係る資料の写し。Ｐ．２４参照 

※決算期変更等で審査基準日の事業期間が 12 か月未
満で、前回基準日に経営事項審査を受けていない場合
は、前回基準日分も必要です。 

 

・新規申請（「初めて経営事項審査の申請を行う方」及び「前期事業年度に基づく経営事項審査を行わない

で今期事業年度の経営事項審査を行う方」）の場合の追加資料 
書  類  名 注 意 事 項 

㊷最初に受けた建設業許可（登録）通知書（原本） 原本提示。紛失の場合は、建設業指導担当で事前確
認を受けてください。Ｐ．７４参照 

㊸経営状況分析機関に提出した財務諸表（工事種
類別完成工事高の選択：２年平均の場合は直近
２年間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

決算報告（変更届出書）や建設業許可申請書として
既に建設業課に提出済みの場合は不要 

㊹消費税確定申告書控（原本。） 工事種類別完成工事高の選択：２年平均の場合は、
直近２年間分。３年平均の場合は、直近３年間分。
電子申告した場合はＰ．８５ ２のイ参照 

㊺建設業許可取得以前の完成工事高の証明（工事
種類別完成工事高の選択：２年平均の場合は直
近２年間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

許可取得以前も含めた全工事を記載した「工事経
歴書」の正本と副本（写し）を提出。Ｐ．２４参照 

・許可業種追加の場合の追加資料 
㊻業種追加以前の完成工事高の証明（工事種類別
完成工事高の選択→２年平均の場合は直近２年
間分、３年平均の場合は直近３年間分） 

許可取得以前も含めた全工事を記載した「工事経
歴書」の正本と副本（写し）を提出。Ｐ．２４参照 

・契約後ＶＥの場合の追加資料 
㊼契約後ＶＥによる契約額が減額となる証明 「証明」の原本を提示 
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・譲渡 

「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建第 332

号）」 

・会社分割 

「建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建

第 313 号）」 

・承継（法人成り） 

「経営事項審査の事務取扱いについて（平成 20 年 1 月 31日付国総建第 269 号）」 

・会社更生 

「会社更生手続開始の申立て等を行った建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて（平成 20 年 3 月 10

日付国総建第 315 号）」 

 

〈申請に必要な書類〉 

(1)合併等（承継以外）の経営事項審査申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書 正本 

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦修正財務諸表等事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧合併等の契約書（写し）   

⑨修正財務諸表（２期分）及び修正財務諸表が適正である公認会計士

又は税理士の証明（原本又は写し）（「直前３年の各事業年度におけ

る工事施工全額」を含みます。） 

登録経営状況分析機関に送付した書類 

⑩精算書及び精算書が適正である公認会計士又は税理士の証明（原本

又は写し） 
会社間の取引分は相殺してください。 
完成工事高が３年平均：３６か月分 
完成工事高が２年平均：２４か月分 

⑪消費税確定申告書 （原本） 
 

⑫工事請負契約書等（写し） 審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑬技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑭技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 
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〔５〕特殊な経営事項審査について 

１ 合併、経営再建等の経営事項審査 

東京都知事許可の建設業者で、合併や経営再建後に経営事項審査（特殊な経営事項審査）を行う場合の相

談、申請は、おおむね以下の手順で行ってください。 

〈合併、経営再建とは〉 

(1)合併等：①合併 ②譲渡 ③会社分割 ④承継（法人成り）をいいます。 

(2)経営再建：①会社更生 ②民事再生 ③特定調停をいいます。 
〈申請の手順〉 

(1)事前相談が必要ですので、建設業指導担当へ日程調整のご連絡をお願いします。 

事前相談に必要な資料 

①合併等（承継以外）、経営再建の場合 

・合併等、経営再建の事実が確認できる書類（写しで結構です。) 

・関係する全会社の建設業許可通知書（写しで結構です。） 

・決算日が確認できる書類（なければ結構です。） 

②承継の場合（（以以下下のの要要件件をを全全てて満満たたすすここととがが必必要要でですす。。）） 

・被承継人の建設業の廃業届（副本） 

・被承継人が５０％以上を出資して設立した法人であることが分かる資料 

・被承継人の事業年度と、承継法人の事業年度が連続することが分かる資料 

・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であることが分かる資料 

(2)経営事項審査を受ける会社の修正財務諸表、精算書等を作成してください（（承承継継のの場場合合をを除除くく。。））。 

・審査基準日により修正財務諸表、精算書等の作成方法が異なります。 

・修修正正財財務務諸諸表表はは、、公公認認会会計計士士又又はは税税理理士士にによよるる証証明明がが必必要要でですす。。  

※事例に応じた修正等を行った財務諸表 

(3)登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行ってください。 

※合併等の経営状況分析申請に必要な書類は、登録経営状況分析機関に問い合わせてください。 

(4)申請先から登録経営状況分析機関経営状況分析結果通知書を受領してください。 

(5)申請内容の事前審査をさせていただくため、建設業指導担当から指示された書類を持ち込んでください。 

・修正財務諸表、工事経歴書、工事の裏付資料、合併・事業譲渡等の契約書写し、技術職員名簿、資格者

証等の写し、常勤資料等 ※次ページ以降参照 

(6)本審査日の日程調整 

(7)本審査（提出書類、提示書類）→確認（ナンバリング）受付→収納窓口→④番受付 

〈参考〉 

 特殊な経営事項審査の申請にあたっては、以下の国土交通省の通達も参照してください。 

※国土交通省ホームページ 経営事項審査 関係通達 

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000162.html 

・合併 

「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建第

309 号）」 

 

― 88 ―



- 89 - 
 

・譲渡 

「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建第 332

号）」 

・会社分割 

「建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建

第 313 号）」 

・承継（法人成り） 

「経営事項審査の事務取扱いについて（平成 20 年 1 月 31日付国総建第 269 号）」 

・会社更生 

「会社更生手続開始の申立て等を行った建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて（平成 20 年 3 月 10

日付国総建第 315 号）」 

 

〈申請に必要な書類〉 

(1)合併等（承継以外）の経営事項審査申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書 正本 

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦修正財務諸表等事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧合併等の契約書（写し）   

⑨修正財務諸表（２期分）及び修正財務諸表が適正である公認会計士

又は税理士の証明（原本又は写し）（「直前３年の各事業年度におけ

る工事施工全額」を含みます。） 

登録経営状況分析機関に送付した書類 

⑩精算書及び精算書が適正である公認会計士又は税理士の証明（原本

又は写し） 
会社間の取引分は相殺してください。 
完成工事高が３年平均：３６か月分 
完成工事高が２年平均：２４か月分 

⑪消費税確定申告書 （原本） 
 

⑫工事請負契約書等（写し） 審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑬技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑭技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 
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〔５〕特殊な経営事項審査について 

１ 合併、経営再建等の経営事項審査 

東京都知事許可の建設業者で、合併や経営再建後に経営事項審査（特殊な経営事項審査）を行う場合の相

談、申請は、おおむね以下の手順で行ってください。 

〈合併、経営再建とは〉 

(1)合併等：①合併 ②譲渡 ③会社分割 ④承継（法人成り）をいいます。 

(2)経営再建：①会社更生 ②民事再生 ③特定調停をいいます。 
〈申請の手順〉 

(1)事前相談が必要ですので、建設業指導担当へ日程調整のご連絡をお願いします。 

事前相談に必要な資料 

①合併等（承継以外）、経営再建の場合 

・合併等、経営再建の事実が確認できる書類（写しで結構です。) 

・関係する全会社の建設業許可通知書（写しで結構です。） 

・決算日が確認できる書類（なければ結構です。） 

②承継の場合（（以以下下のの要要件件をを全全てて満満たたすすここととがが必必要要でですす。。）） 

・被承継人の建設業の廃業届（副本） 

・被承継人が５０％以上を出資して設立した法人であることが分かる資料 

・被承継人の事業年度と、承継法人の事業年度が連続することが分かる資料 

・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であることが分かる資料 

(2)経営事項審査を受ける会社の修正財務諸表、精算書等を作成してください（（承承継継のの場場合合をを除除くく。。））。 

・審査基準日により修正財務諸表、精算書等の作成方法が異なります。 

・修修正正財財務務諸諸表表はは、、公公認認会会計計士士又又はは税税理理士士にによよるる証証明明がが必必要要でですす。。  

※事例に応じた修正等を行った財務諸表 

(3)登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行ってください。 

※合併等の経営状況分析申請に必要な書類は、登録経営状況分析機関に問い合わせてください。 

(4)申請先から登録経営状況分析機関経営状況分析結果通知書を受領してください。 

(5)申請内容の事前審査をさせていただくため、建設業指導担当から指示された書類を持ち込んでください。 

・修正財務諸表、工事経歴書、工事の裏付資料、合併・事業譲渡等の契約書写し、技術職員名簿、資格者

証等の写し、常勤資料等 ※次ページ以降参照 

(6)本審査日の日程調整 

(7)本審査（提出書類、提示書類）→確認（ナンバリング）受付→収納窓口→④番受付 

〈参考〉 

 特殊な経営事項審査の申請にあたっては、以下の国土交通省の通達も参照してください。 

※国土交通省ホームページ 経営事項審査 関係通達 

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000162.html 

・合併 

「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について（平成 20 年 3 月 10 日付国総建第

309 号）」 
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⑰技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑱前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 被承継人が受審している場合 

 

審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑲建設業許可通知書又は許可証明書、（認可通知書）（原本） 承継法人のもの 

⑳建設業許可申請書（副本）（及び、認可申請書（副本）） 承継法人のもの 

㉑変更届出書（副本） 申請日にかけて有効なもの 

㉒社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

㉓事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉔特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 

(3)経営再建があった場合の経営事項審査の申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書   

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦修正財務諸表等事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧経営再建の事実確認ができる書類 裁判所に提出した書類及び裁判所から 
発行された書類 

⑨修正財務諸表（２期分）及び修正財務諸表が適正である公認会計士

又は税理士の証明（原本又は写し） 
登録経営状況分析機関に送付した書類 

⑩消費税確定申告書 （原本） 
 

⑪工事請負契約書等（写し） 審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑫技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑬技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑭技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑮前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 受審している場合 
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⑮技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑯前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 消滅会社等が受審している場合 

 
審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑰建設業許可通知書又は許可証明書、（認可通知書）（原本） 経営事項審査を申請する会社 

⑱建設業許可申請書（副本）（及び、認可申請書（副本）） 経営事項審査を申請する会社 

⑲変更届出書（副本） 合併等時点から申請日にかけて有効な 
もの 

⑳社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

㉑事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉒特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 
(2)承継（法人成り）の経営事項審査の申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書 正本 

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧被承継人の建設業の廃業届（副本） 
 

⑨承継法人の定款または株主（出資者）調書（写し） 
 

⑩被承継人の廃業届（税務署提出分）（写し） 
 

⑪承継会社の商業登記簿（写し）  

⑫消費税確定申告書 （原本） 
 

⑬被承継人と承継法人の財務諸表・工事経歴書  

⑭工事請負契約書等（写し）  審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑮技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑯技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 
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⑰技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑱前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 被承継人が受審している場合 

 

審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑲建設業許可通知書又は許可証明書、（認可通知書）（原本） 承継法人のもの 

⑳建設業許可申請書（副本）（及び、認可申請書（副本）） 承継法人のもの 

㉑変更届出書（副本） 申請日にかけて有効なもの 

㉒社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

㉓事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉔特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 

(3)経営再建があった場合の経営事項審査の申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書   

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦修正財務諸表等事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧経営再建の事実確認ができる書類 裁判所に提出した書類及び裁判所から 
発行された書類 

⑨修正財務諸表（２期分）及び修正財務諸表が適正である公認会計士

又は税理士の証明（原本又は写し） 
登録経営状況分析機関に送付した書類 

⑩消費税確定申告書 （原本） 
 

⑪工事請負契約書等（写し） 審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑫技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑬技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑭技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑮前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 受審している場合 
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⑮技術者の資格検定合格証等（写し）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑯前回の経営事項審査申請書（副本の原本） 消滅会社等が受審している場合 

 
審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑰建設業許可通知書又は許可証明書、（認可通知書）（原本） 経営事項審査を申請する会社 

⑱建設業許可申請書（副本）（及び、認可申請書（副本）） 経営事項審査を申請する会社 

⑲変更届出書（副本） 合併等時点から申請日にかけて有効な 
もの 

⑳社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

㉑事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉒特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 
(2)承継（法人成り）の経営事項審査の申請に必要な書類 

提出書類 

書    類    名 注 意 事 項 

①経営事項審査確認書 正本 

②経営規模等評価申請書・総合評定請求書 正本、副本（正本の写し） 

③工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 正本、副本（正本の写し） 

④その他の審査項目（社会性等） 正本、副本（正本の写し） 

⑤技術職員名簿 正本、副本（正本の写し） 

※⑤の名簿に記入した、「合格証明書・免状・監理技術者証・講習修了証」等の写し １部提出（返却された場合）  

⑥経営状況分析結果通知書  原本提出 

⑦事前確認時に提出した、原本以外のもの 返却された場合 

 
事前確認時の提示書類（主なもの） 

書    類    名 注 意 事 項 

⑧被承継人の建設業の廃業届（副本） 
 

⑨承継法人の定款または株主（出資者）調書（写し） 
 

⑩被承継人の廃業届（税務署提出分）（写し） 
 

⑪承継会社の商業登記簿（写し）  

⑫消費税確定申告書 （原本） 
 

⑬被承継人と承継法人の財務諸表・工事経歴書  

⑭工事請負契約書等（写し）  審査を受ける建設業の種類ごとに工事 
経歴書上位５件 

⑮技術職員等の常勤性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 

⑯技術職員等の恒常性の証明（原本）（審査基準日現在） 提示書類は、技術職員名簿の説明を参照 
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〈外国建設業者の「技術職員名簿」に記載する技術職員の有資格区分コードについて〉 

外国建設業者が日本国外の事項を含めて経営事項審査を申請する場合の「技術職員の有資格コード」は、

「外国建設業者による技術者区分コード表」（別表５。４３ページを参照）に基づいて記入してください。 

 

３ 企業集団・持株会社による経営事項審査 

〈企業集団・持株会社による経営事項審査を希望する場合〉 

企業集団の範囲は国土交通大臣が認定します。 

経営事項審査の審査前に、国土交通大臣から企業集団の範囲、数値等について認定を受けてください。 

詳細は国土交通省不動産・建設経済局建設業課【代表電話０３−５２５３−８１１１】にお問い合わせくだ

さい。 
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審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑯建設業許可通知書又は許可証明書（原本） 経営事項審査を申請する会社 

⑰建設業許可申請書（副本） 経営事項審査を申請する会社 

⑱変更届出書（副本） 申請日にかけて有効なもの 

⑲社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

⑳事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉑特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 
 
 

２ 外国建設業者の経営事項審査 

〈外国建設業者の定義〉 

外国建設業者とは、次のいずれかになります。 

① 外国に主たる営業所を有する建設業者 

② 日本国内に主たる営業所を有する建設業者のうち、外国に主たる営業所を有する者が当該建設業者

の資本金の額の５０％以上を出資しているもの 
〈外国の定義〉 

効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域 

その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域 
〈外国企業が日本国内の事項のみで経営事項審査を申請する場合〉 

日本国内に設けられている外国建設業者の支店、日本法人が日本国内の技術者数、営業年数、建設業経理

事務士等の数及び労働福祉の状況（建設業退職金共済組合、退職一時金制度、企業年金制度及び法定外労働

災害補償制度）のみで経営事項審査を申請 

日本企業が申請する経営事項審査の裏付資料と同じ資料が必要 

裏付資料 申請書、技術職員名簿、その他審査項目の裏付資料を参照 

外国語の提示書類には、日本語訳を添付してください。 
〈外国建設業者が日本国外の事項を含めて経営事項審査を申請する場合〉 

日本国以外の経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、及び建設業経理事務士等の数について、国土交

通省に認定申請を行う：国土交通大臣の認定した数値等で審査 

裏付資料 認定書（国土交通大臣）（外国の事項について） 

日本の事項については、日本企業の経営事項審査と同じ資料を用意 

外国語の提示書類には、日本語訳を添付してください。 

詳細は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課【代表電話０３−５２５３−８１１１】にお問い合わせく

ださい。 

裏付資料 認定書（国土交通大臣） 

外国建設業者が日本国内の事柄に加えて外国の事柄を含めて経営事項審査の申請をする場合は、建設業

指導担当にあらかじめ相談してください。 
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〈外国建設業者の「技術職員名簿」に記載する技術職員の有資格区分コードについて〉 

外国建設業者が日本国外の事項を含めて経営事項審査を申請する場合の「技術職員の有資格コード」は、

「外国建設業者による技術者区分コード表」（別表５。４３ページを参照）に基づいて記入してください。 

 

３ 企業集団・持株会社による経営事項審査 

〈企業集団・持株会社による経営事項審査を希望する場合〉 

企業集団の範囲は国土交通大臣が認定します。 

経営事項審査の審査前に、国土交通大臣から企業集団の範囲、数値等について認定を受けてください。 

詳細は国土交通省不動産・建設経済局建設業課【代表電話０３−５２５３−８１１１】にお問い合わせくだ

さい。 
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審査日の提示書類 

書    類    名 注 意 事 項 

⑯建設業許可通知書又は許可証明書（原本） 経営事項審査を申請する会社 

⑰建設業許可申請書（副本） 経営事項審査を申請する会社 

⑱変更届出書（副本） 申請日にかけて有効なもの 

⑲社会性等の証明（審査基準日現在） 提示書類の種類は、その他の審査項目 
（社会性等）の説明を参照 

⑳事前確認時に指示された書類一式 指示された場合 

㉑特殊経審事前確認票 建設業指導担当が交付した場合 

 
 
 

２ 外国建設業者の経営事項審査 

〈外国建設業者の定義〉 

外国建設業者とは、次のいずれかになります。 

① 外国に主たる営業所を有する建設業者 

② 日本国内に主たる営業所を有する建設業者のうち、外国に主たる営業所を有する者が当該建設業者

の資本金の額の５０％以上を出資しているもの 
〈外国の定義〉 

効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域 

その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域 
〈外国企業が日本国内の事項のみで経営事項審査を申請する場合〉 

日本国内に設けられている外国建設業者の支店、日本法人が日本国内の技術者数、営業年数、建設業経理

事務士等の数及び労働福祉の状況（建設業退職金共済組合、退職一時金制度、企業年金制度及び法定外労働

災害補償制度）のみで経営事項審査を申請 

日本企業が申請する経営事項審査の裏付資料と同じ資料が必要 

裏付資料 申請書、技術職員名簿、その他審査項目の裏付資料を参照 

外国語の提示書類には、日本語訳を添付してください。 
〈外国建設業者が日本国外の事項を含めて経営事項審査を申請する場合〉 

日本国以外の経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、及び建設業経理事務士等の数について、国土交

通省に認定申請を行う：国土交通大臣の認定した数値等で審査 

裏付資料 認定書（国土交通大臣）（外国の事項について） 

日本の事項については、日本企業の経営事項審査と同じ資料を用意 

外国語の提示書類には、日本語訳を添付してください。 

詳細は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課【代表電話０３−５２５３−８１１１】にお問い合わせく

ださい。 

裏付資料 認定書（国土交通大臣） 

外国建設業者が日本国内の事柄に加えて外国の事柄を含めて経営事項審査の申請をする場合は、建設業

指導担当にあらかじめ相談してください。 
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〔６〕変更届出書（別紙８）の訂正について 

 

〈用紙について〉 
前ページの書式をコピーして使用してください。 

※東京都経営事項審査のホームページからもダウンロードできます（Ｐ．９６参照）。 

なお、この届出書で許許可可申申請請書書に添付している財務諸表等を訂正することはできません。 

 

〈提出部数〉 

２部（正本・副本） 

 

〈押印について〉 

建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）の一部改正に伴い、令和３年１月１日より経営事項

審査申請書・総合評定値請求書の押印が不要になりました。これに伴い、「変更届出書（別紙８）の訂正に

ついて」の書類の押印も不要になりました。 

 

〈代理人が訂正届を提出する場合〉 

代理人による届出の場合は、届出書に代理人として職印を押印したうえで、最後に委任者よりの委任状を

添付してください。 

 

〈添付書類のつづり方〉 

［変更届出書（別紙８）の訂正について］をコピーして表紙とし、訂正届を作成してください。 

① 決算報告（変更届出書）を建設業課へ提出後、登録経営状況分析機関で財務諸表の変更があった場合の

訂正について 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「財務諸表」 

② 経営事項審査で工事の種別を変更するように指示された場合の訂正について 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「工事経歴書」 

・（添付書類）「直前３年の各事業年度における工事施工金額」 

③ 経営事項審査で売上金額を完成工事高から兼業事業売上高に変更するように指示された場合の訂正に

ついて 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「工事経歴書」 

・（添付書類）「直前３年の各事業年度における工事施工金額」 

・（添付書類）「財務諸表」 

 

 

　

　 （許可年月日）

（許可番号）

　

所在地

（建設業者） 商号又は名称

代表者氏名

変更届出書の下記の書類について訂正します。

＊該当する項目に○を付ける。

（１）　工事経歴書

（２）　直前３年の各事業年度における工事施工金額

（３）　財務諸表

年　　　　月　　　　日から
令和

殿

平成

枚

変更届出書（別紙８）の訂正について

（令和　　　　年　　　　　月　　　　　日）

　　　 　　　年　　　　　月　　　　　日

貸借対照表

東 京 都 知 事

訂正箇所（ページ）

損益計算書

株主資本等変動

（法人のみ)

（用紙Ａ４）

（　　　－　　　）　第　　　　　　　    号

数

記

枚

年　　　　月　　　　日まで）　の  事業年度（第　　 　　期
平成
令和

東 京 都 知 事 許 可

枚

枚

枚

計算書及び注記表

計
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〔６〕変更届出書（別紙８）の訂正について 

 

〈用紙について〉 
前ページの書式をコピーして使用してください。 

※東京都経営事項審査のホームページからもダウンロードできます（Ｐ．９６参照）。 

なお、この届出書で許許可可申申請請書書に添付している財務諸表等を訂正することはできません。 

 

〈提出部数〉 

２部（正本・副本） 

 

〈押印について〉 

建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）の一部改正に伴い、令和３年１月１日より経営事項

審査申請書・総合評定値請求書の押印が不要になりました。これに伴い、「変更届出書（別紙８）の訂正に

ついて」の書類の押印も不要になりました。 

 

〈代理人が訂正届を提出する場合〉 

代理人による届出の場合は、届出書に代理人として職印を押印したうえで、最後に委任者よりの委任状を

添付してください。 

 

〈添付書類のつづり方〉 

［変更届出書（別紙８）の訂正について］をコピーして表紙とし、訂正届を作成してください。 

① 決算報告（変更届出書）を建設業課へ提出後、登録経営状況分析機関で財務諸表の変更があった場合の

訂正について 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「財務諸表」 

② 経営事項審査で工事の種別を変更するように指示された場合の訂正について 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「工事経歴書」 

・（添付書類）「直前３年の各事業年度における工事施工金額」 

③ 経営事項審査で売上金額を完成工事高から兼業事業売上高に変更するように指示された場合の訂正に

ついて 

書類のつづり方は、次のとおりです。 

・（表紙）「変更届出書（別紙８）の訂正について」 

・（添付書類）「工事経歴書」 

・（添付書類）「直前３年の各事業年度における工事施工金額」 

・（添付書類）「財務諸表」 

 

 

　

　 （許可年月日）

（許可番号）

　

所在地

（建設業者） 商号又は名称

代表者氏名

変更届出書の下記の書類について訂正します。

＊該当する項目に○を付ける。

（１）　工事経歴書

（２）　直前３年の各事業年度における工事施工金額

（３）　財務諸表

年　　　　月　　　　日から
令和

殿

平成

枚

変更届出書（別紙８）の訂正について

（令和　　　　年　　　　　月　　　　　日）

　　　 　　　年　　　　　月　　　　　日

貸借対照表

東 京 都 知 事

訂正箇所（ページ）

損益計算書

株主資本等変動

（法人のみ)

（用紙Ａ４）

（　　　－　　　）　第　　　　　　　    号

数

記

枚

年　　　　月　　　　日まで）　の  事業年度（第　　 　　期
平成
令和

東 京 都 知 事 許 可

枚

枚

枚

計算書及び注記表

計
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〔８〕「最終チェックリスト」 

 

最終の確認で御使用ください。 

【 】内の数字は項番を表します。 

 

＊まず、全ての申請書類及び経営状況分析結果通知書が新様式になっているかどうか御確認ください。 

 

合致していれば□に“レ”を入れてください。 

 

□ 必要な結果通知書は何ですか。表題の不要な申請書、請求書を二重線で消しましたか。 

 

□ 「申請書」【０２】申請時の許可番号は正しく記入されていますか（建設業許可通知書を参照）。 

 

□ 「申請書」【０３】の許可番号は正しく記入されていますか。 

（許可番号の変更がない場合は空欄になります。） 

 

□ 「申請書」【０４】の審査基準日（決算日）は正しく記入されていますか。 

（前期の審査基準日を記入していませんか。特に「年」を見直しましょう。） 

 

□ 「申請書」【０５】申請等の区分と表題の申請書、請求書は一致していますか。 

 

□ 「申請書」【０６】処理区分左側カラムに記載要領のコードを記入しましたか。 

（「申請書」【０６】処理区分右側カラムは特殊経審申請用です。） 

 

□ 「申請書」【０７】資本金額等が、経営状況分析結果（単独決算の場合）の資本金と一致していますか（決

算日以降に資本金額を変更している場合は、変更後の金額を記入してください。）。個人の場合は空欄で

す。 

 

□ 「申請書」【０８】から【１１】までは建設業許可申請書と同じですか。 

 

□ 「申請書」【１２】区市町村コードは正確に記入しましたか。（東京都区市町村コード表を参照） 

 

□ 「申請書」【１３】、【１４】所在地、郵便番号、電話番号は申請日現在で記入しましたか。 

 

□ 「申請書」【１５】「許可を受けている建設業」は建設業許可通知書等で確認しましたか。 

 

□ 「申請書」【１６】「経営規模等評価等対象建設業」と工事種類別完成工事高の「工事の種類」は同じで

すか。 

□ 「申請書」【１７】「自己資本額」は純資産合計と一致していますか。 

□ 「申請書」【１８】営業利益は損益計算書の営業利益と、減価償却費は法人税確定申告書等の金額と一致
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〈その他必要書類〉 

「経営事項審査」審査当日に書類等の不備が発見され、後日訂正届を提出する（〈添付書類のつづり方〉

①から③までの事例＝「再来」（さいらい）といいます。）場合は、次の書類も持参してください。 

・決算報告（変更届書） 

・その他審査担当者が指示した書類 

 

〈財務諸表の訂正方法〉 

① 建設業課へ提出した決算報告（変更届出書）の「財務諸表」から訂正を行うページをコピーしてくださ

い。 

② 「財務諸表」の訂正する数値を見見ええ消消ししで修正してください（訂正印の必要はありません。）。 

見見ええ消消しし＝＝訂訂正正前前のの数数字字にに二二重重線線をを引引いいててかからら、、新新ししいい数数字字ををそそのの隣隣にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 

〈「工事経歴書」、「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の訂正方法〉 

「工事経歴書」、「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の訂正は、訂正後の文字、数字を直接記

入して新新たたにに作作成成ししててくくだだささいい。。 

 

〈訂正の受付〉 

経営事項審査や経営状況分析において指摘を受けた場合のみ訂正届の受付は、経営事項審査窓口で行い

ます。 

 

  

〔７〕申請用紙の入手方法 

 
〈経営事項審査申請に必要な書類〉 

東京都経営事項審査のホームページ（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/）からダウンロードでき

ます。 

 

                                  

 

 

「経営規模等評価申請書」、「経営規模等評価再審査申立書」、「総合評定値請求書」の購入先→用紙販売所及

び法令様式取扱店で購入できます。 

用紙販売所    ：（一財）東京都弘済会 弘済会アシスト  

販売時間     ：平日午前９時から午後５時まで 電話（直通）０３−６８２６－１０１１ 

通信販売     ：インターネット https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp/ 

ＦＡＸ ０３−３５５１－０６７８（２４時間受付） 

＊送料・梱包手数料別 

詳しくは弘済会アシストへお尋ねください。 

 
 

都市整備局ホームページ 

トップページ 
各種申請様式 経営事項審査 
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〔８〕「最終チェックリスト」 

 

最終の確認で御使用ください。 

【 】内の数字は項番を表します。 

 

＊まず、全ての申請書類及び経営状況分析結果通知書が新様式になっているかどうか御確認ください。 

 

合致していれば□に“レ”を入れてください。 

 

□ 必要な結果通知書は何ですか。表題の不要な申請書、請求書を二重線で消しましたか。 

 

□ 「申請書」【０２】申請時の許可番号は正しく記入されていますか（建設業許可通知書を参照）。 

 

□ 「申請書」【０３】の許可番号は正しく記入されていますか。 

（許可番号の変更がない場合は空欄になります。） 

 

□ 「申請書」【０４】の審査基準日（決算日）は正しく記入されていますか。 

（前期の審査基準日を記入していませんか。特に「年」を見直しましょう。） 

 

□ 「申請書」【０５】申請等の区分と表題の申請書、請求書は一致していますか。 

 

□ 「申請書」【０６】処理区分左側カラムに記載要領のコードを記入しましたか。 

（「申請書」【０６】処理区分右側カラムは特殊経審申請用です。） 

 

□ 「申請書」【０７】資本金額等が、経営状況分析結果（単独決算の場合）の資本金と一致していますか（決

算日以降に資本金額を変更している場合は、変更後の金額を記入してください。）。個人の場合は空欄で

す。 

 

□ 「申請書」【０８】から【１１】までは建設業許可申請書と同じですか。 

 

□ 「申請書」【１２】区市町村コードは正確に記入しましたか。（東京都区市町村コード表を参照） 

 

□ 「申請書」【１３】、【１４】所在地、郵便番号、電話番号は申請日現在で記入しましたか。 

 

□ 「申請書」【１５】「許可を受けている建設業」は建設業許可通知書等で確認しましたか。 

 

□ 「申請書」【１６】「経営規模等評価等対象建設業」と工事種類別完成工事高の「工事の種類」は同じで

すか。 

□ 「申請書」【１７】「自己資本額」は純資産合計と一致していますか。 

□ 「申請書」【１８】営業利益は損益計算書の営業利益と、減価償却費は法人税確定申告書等の金額と一致
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〈その他必要書類〉 

「経営事項審査」審査当日に書類等の不備が発見され、後日訂正届を提出する（〈添付書類のつづり方〉

①から③までの事例＝「再来」（さいらい）といいます。）場合は、次の書類も持参してください。 

・決算報告（変更届書） 

・その他審査担当者が指示した書類 

 

〈財務諸表の訂正方法〉 

① 建設業課へ提出した決算報告（変更届出書）の「財務諸表」から訂正を行うページをコピーしてくださ

い。 

② 「財務諸表」の訂正する数値を見見ええ消消ししで修正してください（訂正印の必要はありません。）。 

見見ええ消消しし＝＝訂訂正正前前のの数数字字にに二二重重線線をを引引いいててかからら、、新新ししいい数数字字ををそそのの隣隣にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 

〈「工事経歴書」、「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の訂正方法〉 

「工事経歴書」、「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の訂正は、訂正後の文字、数字を直接記

入して新新たたにに作作成成ししててくくだだささいい。。 

 

〈訂正の受付〉 

経営事項審査や経営状況分析において指摘を受けた場合のみ訂正届の受付は、経営事項審査窓口で行い

ます。 

 

  

〔７〕申請用紙の入手方法 

 
〈経営事項審査申請に必要な書類〉 

東京都経営事項審査のホームページ（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/）からダウンロードでき

ます。 

 

                                  

 

 

「経営規模等評価申請書」、「経営規模等評価再審査申立書」、「総合評定値請求書」の購入先→用紙販売所及

び法令様式取扱店で購入できます。 

用紙販売所    ：（一財）東京都弘済会 弘済会アシスト  

販売時間     ：平日午前９時から午後５時まで 電話（直通）０３−６８２６－１０１１ 

通信販売     ：インターネット https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp/ 

ＦＡＸ ０３−３５５１－０６７８（２４時間受付） 

＊送料・梱包手数料別 

詳しくは弘済会アシストへお尋ねください。 

 
 

都市整備局ホームページ 

トップページ 
各種申請様式 経営事項審査 
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〔９〕補 足 資 料 

 
様式第十六号 （第四条、第十条、第十九条の四関係） 

損  益  計  算  書 

自     年  月  日 

至     年  月  日 

                （会社名） 

Ⅰ 売   上   高                          千円 

完成工事高 

兼業事業売上高 

 

 

Ⅱ 売 上 原 価 

完成工事原価 

兼業事業売上原価 

 売上総利益（売上総損失） 

  完成工事総利益（完成工事総損失） 

  兼業事業総利益（兼業事業総損失） 

 

 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

役員報酬 

従業員給料手当 

退職金 

法定福利費 

福利厚生費 

修繕維持費 

事務用品費 

通信交通費 

動力用水光熱費 

調査研究費 

広告宣伝費 

貸倒引当金繰入額 

貸倒損失 

交際費 

寄付金 

地代家賃 

減価償却費 

開発費償却 

租税公課 

保険料 

雑 費 

  営業利益（営業損失） 

Ｘ２の利払前税引前償却前利益の営業利益
はここに記載される金額で審査 
決算期が１２か月に満たない場合の換算方
法は現行の完成工事高と同じ。 
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していますか。営業利益、減価償却費は分析結果通知書の参考値と一致していますか。 

 

□ 「申請書」【１９】の「審査基準日における技術職員の数」と「技術職員名簿」に記載されている人の数

は一致していますか。 

 

□ 「申請書」【２０】は記入しましたか。 

 

□ 「連絡先」に会社の担当者名を記入しましたか。 

 

□ 「工事種類別完成工事高・工事種別元請完成工事高」の業種コード【３２】は、全て正しく記入されて

いますか（「土木一式０１０」と「ＰＣ０１１」、「とび・土工・コンクリート０５０」と「法面０５１」、

「鋼構造物１１０」と「鋼橋上部１１１」はそれぞれ一対です。忘れずに記入してください。）。 

 

□ 「直前３年の各事業年度における工事施工金額」（決算変更届書）の合計金額と「工事種類別完成工事高」

の合計金額【３４】は一致していますか。 

 

□ 「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」について 

ア 合計金額【３４】と財務諸表（損益計算書、９９ページを参照）の「完成工事高」の金額が一致し

ていますか。 

イ 免税事業者は、「完成工事高」を税抜きで記入し、税抜きの「工事経歴書」、「直前３年の各事業

年度における工事施工金額」を添付していますか。 

  

□ 技術職員名簿について 

ア 上段にある【８１】「□□□頁」欄は記入してありますか。 

イ 業種コード・有資格区分コード・講習受講（該当なしの場合は「２」を記入）の欄は、全て記入し

てありますか。 

ウ 業種コードは、有資格区分コード及び経営規模等評価等対象建設業（１１ページを参照）に対応し

た業種を記入してあるかどうか必ず御確認ください。 

エ 監理技術者資格者証（該当の場合のみ）の業種は、業種コード・有資格区分コードと一致していま

すか。 

オ 有効期限のある資格等については、その有効期限が切れていませんか。 

 

□ 「その他の審査項目（社会性等）」 

領収書の日付など、審査基準日に係るものとなっていますか。 

 

＊業種の一致について：「申請書」の経営規模等評価等対象建設業（１１ページを参照）・手数料の金額・

工事種類別完成工事高（２０ページを参照）の業種・技術職員名簿の業種・工事経歴書の建設工事の種

類（一式工事に振り替えた場合を除きます。）は一致していることが必要です。 

 

□ 東京都と登録経営状況分析機関に提出している「財務諸表」の内容は一致していますか。 
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